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（お知らせ）訪問看護・介護等に係る駐車許
可の手続きが簡素化されています
岡山市では、警察庁・岡山県警との協議の結果、平成26年３月より、
訪問看護・介護事業者等が利用者の緊急の求めに応じて行う緊急訪問等に
ついて、全国に先駆けて駐車許可の手続きの簡素化が実現しています。

主な内容

１ 駐車日時の特定

これまでは、介護計画等によって駐車日時を特定していた。（例えば、「１３時～１４時の
間」など）

２ 駐車場所の特定

３ 申請書類の簡素化
・駐車場所付近の見取り図
・添付書類、添付部数

４ 許可申請の一括受理

※駐車許可証を交付されても、法定駐車禁止場所には駐車できません。
※道路以外の民地への駐車については、駐車許可は何の効力もありません。民地に駐車する場合は、
所有者の了解を得てください。

※駐車許可の簡素化の対象範囲は岡山県全域です。

○駐車許可申請については最寄りの警察署にご相談ください。

「訪問場所付近」との表現でも申請可能
（これまで通り、訪問先一覧の提出は必要）

原則、既存の地図への記入で構わない
必要最小限で構わない。詳細は管轄警察署にて確認

訪問先が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合、
可能な限り、許可証交付等はワンストップで行う
（許可は各警察署ごとに行う）

岡山市 医療政策推進課
医療福祉戦略室
０８６－８０３－１６３８（直通）

○今後は、駐車場付近の交通状況等を勘案した上で、柔軟な対応を図る。
駐車許可申請時に、例えば、
・訪問介護事業所の営業時間内（９時～１７時までの間）
・訪問介護事業所の営業時間内（９時～１７時までの間）及び緊急訪問時
とするなど、訪問介護事業者が利用者の緊急の求めに応じて訪問する場合を想定し
た許可時間とする。

○介護従事者個人車であっても、上記の許可の対象となる。
（ただし、申請時に身分証明書の添付が必要）

平成28年９月28日
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